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市長メッセージ動画（手話あり）を公開しています。
また、テレビ埼玉のデータ放送でも市からのお知らせをご覧いただけます。

新型コロナウイルスに関するお知らせ

重症化予防や感染予防、発症予防を目的にオミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種を実施していま
す。接種に使用するのは、オミクロン株と従来株の両方の成分を含む２価ワクチンです。

オミクロン株に対応したコロナワクチンの接種を実施しています

▪接種の予約・相談など
● さいたま市コロナワクチンコールセンター

70120･201･178 【年中無休、9時～21時】

Ｆ0120･289･139 ※お掛け間違いにご注意ください。

● 予約WEBサイト
Ｈhttps://saitama-vaccine.com/
※予約方法の詳細は、接種用クーポン券と一緒に
送付した接種のご案内をご覧ください。

さいたま市　ワクチン 検索

市ホームページ
「新型コロナウイルスワクチンに関する情報」

@saitamacity
市公式LINEアカウント

最新情報は市公式LINEでもお知らせしています

▪接種対象者
１・２回目の接種が完了している１２歳以上の方 　※1･2回目接種は従来株のワクチンのみです。

▪接種会場
個別接種実施医療機関と集団接種会場で接種を実
施します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

● 接種予約の相談
ワクチン接種予約の相談やお手伝いをしています。

・ 各区役所、生涯学習総合センター
・ 公民館の一部(指扇、大砂土、桜木、大砂土東、
鈴谷、土合、岸町、文蔵、大古里、岩槻本丸)

・ 図書館の一部(中央、大宮西部、北、春野、
与野、桜、北浦和、武蔵浦和、東浦和、岩槻)

相談会場

接種用クーポン券などが入った封筒持ち物

9時～17時 【土・日曜日、祝・休日を除く】受付時間
※施設によって開庁日が異なりますので、事前にご確認ください。

インフルエンザワクチンとの接種間隔について
インフルエンザワクチンとコロナワクチンは接種間隔
の規定が廃止され、同時接種も可能になりました。
※他のワクチンとは原則２週間空ける必要があります。

▪接種用クーポン券

▶４回目接種済みの方…５回目接種用クーポン券を順次、送付予定です。

▶3･4回目の接種がお済みでない方…既にお配りしている接種用クーポン券をご利用ください。
※オミクロン株対応コロナワクチンの接種に関するお知らせを、10月上旬に発送予定です。 

なお、接種用クーポン券を紛失した方は、お知らせに同封した再発行申請書で、再発行の手続きができます。

現在お持ちの
接種用クーポン券
をご利用ください

5回目接種用
クーポン券を
順次発送予定

1・2回目
接種済

3回目
未接種

3回目
接種済

4回目
未接種

4回目
接種済

▲３回目接種用
　クーポン券

▲５回目接種用
　クーポン券

▲４回目接種用
　クーポン券

※接種用クーポン券は、接種間隔経過後に送付しています。

● 副反応などの医学的な相談ができます
埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口　
Ｔ0570•033•２２６ 【24時間】



7 市報さいたま

各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は12ページに記載しています。

令和4年9月12日時点の情報をもとに作成しています。

5〜11歳の子どもへの３回目のワクチン接種を実施します

▪接種用クーポン券
２回目接種から5か月以上経過した
方に順次発送します。

▪接種対象者
２回目接種の完了から５か月以上経過した5～11歳
の子ども

▪ワクチン
ファイザー社のワクチン（5～11歳用）
※1・2回目接種と同じワクチンです。

▪接種会場
市内の小児科などの個別接種実施医療機関

５〜11歳の子どもの１〜３回目のワクチン
接種ができる会場を地図から探せます。

▪コロナワクチンマップ

▲3回目接種用
　クーポン券

保護者の同意なく、接種が行われることはありません。
また、周りの方に接種を強制したり、接種を受けていな
い人に差別的な扱いをしたりしてはいけません。

●  接種には保護者の同意と立ち会いが必要です 1･2回目のワクチン接種も実施しています
新たに5歳に達する方には、5歳に達する月の下旬に
接種用クーポン券を発送しています。

ワクチン等に関する不審な電話などがあった際は、個人情報は伝えず、最寄りの警察署又は警察相談専用電話（Ｔ#9110）へ。

新型コロナウイルスに関連した詐欺にご注意ください ワクチン接種は無料です

個人向け・事業者向けの各種支援を実施しています
各種支援については、市ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の後遺症にお悩みの方へ

療養期間の終了後も、倦怠感や味覚・嗅覚障害、咳など後遺症を疑う症状がある場合は、まずはか
かりつけ医等の地域の身近な医療機関にご相談ください。かかりつけ医などで受診できない場合
は、県新型コロナ後遺症外来診療医療機関リストから医療機関を検索して、直接受診してください。 ▲詳細はこちら

新型コロナウイルス感染症を疑う症状や感染の不安がある方へ

●ホームページで確認する ●電話（相談する医療機関に迷うとき）
埼玉県指定診療・検査医療機関検索システム
新型コロナウイルス感染症など発熱患者等の
診療・検査を行う医療機関を確認できます。

埼玉県受診・相談センター　
Ｔ762・8026【土・日曜日、祝日を含む、9時～17時30分】
Ｆ816・5801
上記以外の時間は、県民サポートセンターへ。
Ｔ0570・783・770【24時間】、Ｆ830・4808
※県民サポートセンターでは、受診先の確認のほか、一般的な相談もできます。

埼玉県　診療・検査 検索

医療機関の受診を希望する場合は、かかりつけ医など身近な医療機関に相談してください。
かかりつけ医などで受診できない場合は以下の方法で受診方法を確認してください。

▲詳細はこちら


